
第  １６  号議案  

 

平成２２年度 久留米市下水道事業特別会計予算  
 

 

 平成２２年度久留米市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  １０，３９０，０００千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（ 地 方 債 ）  

第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、「第２表  地方債」による。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 ５，０００，０００千円と定め

る。  
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（歳出予算の流用）  

第４条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。  

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年３月３日提出  

 

 

福岡県久留米市長      原    利   則  
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第１表　歳 入 歳 出 予 算

下水道事業特別会計

款 項 金        額

千円

   1 分担金及び負担金 　　　　　２４６，８７７

  1 分担金 　　　　　　３７，０１１

  2 負担金 　　　　　２０９，８６６

   2 使用料及び手数料 　　　４，０８１，７８１

  1 使用料 　　　４，０８１，２６１

  2 手数料 　　　　　　　　　５２０

   3 国庫支出金 　　　１，４５８，８００

  1 国庫補助金 　　　１，４５８，８００

   4 県支出金 　　　　　　　　　４５０

  1 県補助金 　　　　　　　　　４５０

   5 繰入金 　　　１，０８１，０００

  1 一般会計繰入金 　　　１，０８１，０００

   6 繰越金 　　　　　　　　　　　１

  1 繰越金 　　　　　　　　　　　１

   7 諸収入 　　　　　　　１，７９１

  1 延滞金・加算金及び過料 　　　　　　　　　　　１
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款 項 金        額

千円

  2 雑入 　　　　　　　１，７９０

   8 市債 　　　３，５１９，３００

  1 市債 　　　３，５１９，３００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 　　１０，３９０，０００



歳　出
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款 項 金        額

千円

   1 下水道費 　　　　６，１２９，５１８

   1 下水道管理費 　　　　１，４３１，７７４

   2 下水道建設費 　　　　４，６９７，７４４

   2 公債費 　　　４，２５６，１６７

   1 公債費 　　　　４，２５６，１６７

   3 予備費 　　　　　　　　４，３１５

   1 予備費 　　　　　　　　４，３１５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 　　　１０，３９０，０００



第 ２ 表   地 方 債 
 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法 

千円

下 水 道 建 設 事 業 

 

3,421,000 

 

特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 98,300 

 

 

普 通 貸 借 又 は 

 

証 券 発 行 

 

％ 
４.０以内 

 
（ただし、利率見 

 
直し方式で借り入 

 
れる政府資金及び 

 
地方公共団体金融 

 
機構資金について、 

 
利率の見直しを行 
 
った後においては、 
 
当該見直し後の 
 
利率） 

 

 政府資金についてはその融資条件 

 

により、銀行その他の場合にはその 

 

債権者と協定する事項による。 

 

ただし、市財政の都合により据置 

 

期間を短縮し、もしくは繰上償還又 

 

は低利に借換えすることができる。 

計 3,519,300    
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